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４．災害対応計画 

（１）初動対応 

１）各構成員の対応 

大阪市内において、震度５弱以上の地震が発生した場合、又は、津波警報・大津波警報が発表

された場合、協議会の構成員は、速やかに命を守る避難行動をとり、それぞれの組織において、

職員等の安否確認、通信手段の確保、被害状況の確認を行う。 

また、協議会の構成員は、職員等の安否や被害状況等について、緊急連絡網に従い、使用可

能な通信手段を用いて、協議会事務局へ報告する。 

○避難 

協議会構成員は、地震が発生したら、迅速に避難し身の安全を守る。 

○安否確認 

協議会構成員は、各自の組織において、職員等の安否確認を行う。 

○通信手段の確保 

協議会構成員は、各自の組織において、通信等設備の確保に努める。なお、外部との通信が

途絶した場合は、近隣の設備を一時利用するなど必要な措置を講じる。 

○被害状況の確認 

協議会構成員は、各自の施設やその周辺における被害の状況を、職員の安全確保に支障のな

い範囲で把握し、二次災害の防止に努める。 

 

２）協議会事務局の対応 

〇情報集約及び共有 

 協議会事務局は、各構成員等から得た情報を集約し、共有のため各構成員に発信する。 

〇施設の被災状況の点検等の協力要請 

 協議会事務局は、航路・泊地・防波堤・港湾施設の点検等について、包括協定に定める関係民

間団体に協力を要請する。 

 

（２）応急復旧 

発災後の航路啓開作業の手順を下記に示す。 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

揚収物仮置場の調整 
津波警報 

(注意報)解除 

優先啓開航路等の決定 

被害状況調査 

作業許可申請 

関係民間協力団体への出動要諦（契約締結） 
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※浮遊物及び沈降物揚収にあたっては、下記の点に留意する。 

①揚収時 

１、海上に流出した被災コンテナ等が、緊急物資輸送船等の早期入港のための復旧ルート

上にあり、時間的猶予が無い場合は、航路・泊地啓開のため、港湾管理者（大阪港湾局）

が揚収し、仮置き場に集積。 

２、指定保税地域から流出、沈降した外貿コンテナ等（外国貨物）を揚収し保税地域外に仮

置きする場合、港湾管理者が大阪税関に「他所蔵置許可」を申請。 

②処分時 

１、所有者が引き取る可能性がある被災コンテナ等は、港湾管理者が適切に保管する。 

２、所有者不明の揚収物は、港湾管理者が処分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

浮遊物揚収※ 

事前測量(異常点調査) 

浮遊物はあるか？ 

揚収物陸揚げ･ 

仮置き･保管 

YES 

NO 

啓開作業範囲の設定 

沈降物揚収※ 

事後測量(異常点有無の確認) 

暫定供用開始宣言 

揚収物陸揚げ･ 

仮置き･保管 

必要航路幅・水深は 

確保されているか？ 

NO 

入港禁止解除 

緊急物資輸送船入港 
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（３）対応計画 

１）緊急物資輸送 

初動対応が概ね終了した後、迅速な緊急物資輸送に移行できるよう、緊急物資輸送の手順は、

表４－１（14 頁）を基本として協議会で調整し、構成員間で連携を図りながら実施する。 

ただし、耐震岸壁及び一般岸壁の被災が甚大で早期の応急復旧が難しい場合、代替策として

「堺泉北港」の利用にむけて調整を図る。 

 

２）国際コンテナ貨物輸送（幹線貨物輸送） 

緊急物資輸送完了後、迅速な国際コンテナ貨物輸送に移行できるよう、国際コンテナ貨物輸送

の手順は、表４－２（15 頁）を基本として協議会で調整し、構成員間で連携を図りながら実施する。 

ただし、耐震岸壁及び一般岸壁の被災が甚大で早期の応急復旧が難しい場合、代替策として

「神戸港」の利用にむけて、近畿地方整備局及び神戸市並びに阪神国際港湾㈱と相互に調整

を図る。 

 

３）内貿ユニットロード貨物輸送 

国際コンテナ貨物輸送完了後、迅速な内貿ユニットロード貨物輸送に移行できるよう、内貿ユニ

ットロード貨物輸送の手順は、表４－３（16 頁）を基本として協議会で調整し、構成員間で連携を 

図りながら実施する。 

 

４）クルーズ客船事業 

国際コンテナ貨物輸送、内貿ユニットロード貨物輸送の機能が概ね確保されたのちに早期に復

旧できるよう、構成員間で連絡を図りながら実施する。 

 

 

  



● ● ○

○ ○ ○ ●

● ● ○

● ● ○

〇 ● 〇

○ ○ ○ ●

陸域 ○ ○ ●

海域 ● ○ ○

陸域 ● ○

海域 ○ ○ ● ●

陸域 ○ ○ ○ ●

注：図中の●は、関係者の中でも、主たる担当であることを示す。

○○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○避難・体制設置・情報収集 共通 ○ ○ ○

陸域

阪神
国際
港湾㈱

大阪
船主会

大阪
港運
協会

大阪
海上
保安
監部

大阪
税関

大阪府
西大阪
治水
事務所

大阪
港湾局
港湾
管理者

海域

※１：「関係民間団体等」とは、協定書に基づき災害時に施設の応急復旧活動等を行う
　　　民間協力者（協定締結先）及び大阪湾広域臨海環境整備センターを指す。
※２：応急復旧活動（陸域）を行う港湾施設には、緊急交通路にかかる臨港道路を含む。
※３：代替港（堺泉北港）を利用する場合の情報収集等を含む。
※４：点検する防波堤の位置図は別紙（図4-1）
※５：車両・船舶等の仮置き場については、別途調整。
※６：大阪湾広域臨海環境整備センターを指す。

表4-1　海溝型地震時における緊急物資輸送への対応計画

近畿
地方
整備局

緊急物資輸送船の着岸と
荷役作業等の実施

応急復旧活動 ※２

耐震強化岸壁における緊
急物資輸送船の受け入れ
準備

施設の被災状況の点検等

大阪港
ﾀｸﾞ
ｾﾝﾀｰ

大阪湾
水先区
水先人
会

大阪港
埠頭㈱

※１

関係
民間
団体
等

関　係　機　関

海域
・国際コンテナ関連水域と同時期に

実施。使用可の場合、関係民間団

応急復旧

緊 急 物 資 輸 送 対 応

４８ｈ ７２ｈ

津波注意報

解除

▼初動

２４ｈ

緊急物資輸送

避難・

体制設置

港湾施設（岸壁・ヤード等）の

被災状況の点検（使用可否）

港湾施設の応急復旧の実施

航路・泊地の啓開・測量の実施

航路・泊地・防波堤※4の

被災状況の点検（使用可否）

発 災

着岸

緊急物資の荷役等

緊急物資輸送船の運航支援

緊急物資輸送船の着岸準備

緊急物資の荷役実施の準備

航路・泊地・防波堤※4の点検等への協力要請

港湾施設の点検等への協力要請

３６ｈ

要請

要請

情報集約
※３

荷役完了後、備蓄拠点へ輸送（⇒市よりトラック協会へ要請）国外からの物資

調整

立会 実施立会

調整

実施 支援実施

許可・安全確認

立会 実施

・応急復旧するバースについては、引き続き

関係民間団体へ測量、設計等を要請

被害情報等収集（港湾施設、緊急交通路、その他）

報告

報告（再開時）

報告（再開時）

再開確認

再開確認

報告

要請

要請

仮置場の利用に

係る調整※５

許可・安全確認

報告

立会 実施

調整 調整
※６
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● ● ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ●

● ● ○ ● ○

● ● ● ● ○

〇 ● 〇

○ ○ ○ ○ ●

陸域 ○ ○ ○ ○ ●

海域 ○ ● ●

陸域 ●

海域 ○ ○ ○ ● ●

陸域 ○ ○ ○ ●

表4-2　海溝型地震時における国際コンテナ貨物輸送への対応計画

応急復旧活動 ※２

国際コンテナターミナルに
おけるコンテナ貨物輸送船
の受け入れ準備

※１

関係
民間
団体
等

大阪
船主会

避難・体制設置・情報収集 共通 ○ ○ ○ ○○ ● ○

大阪港
埠頭㈱

施設の被災状況の点検等

コンテナ貨物輸送船の着岸
と荷役作業等の実施

海域

関　係　機　関

阪神
国際
港湾㈱

近畿
地方
整備局

大阪
港運
協会

大阪
海上
保安
監部

大阪
税関

大阪府
西大阪
治水
事務所

大阪
港湾局
港湾
管理者

大阪港
ﾀｸﾞ
ｾﾝﾀｰ

大阪湾
水先区
水先人
会

○ ○○

※１：「関係民間団体等」とは、協定書に基づき災害時に施設の応急復旧活動等を行う
　　　民間協力者（協定締結先）及び大阪湾広域臨海環境整備センターを指す。
※２：応急復旧活動（陸域）を行う港湾施設には、緊急交通路にかかる臨港道路を含む。
※３：代替港（神戸港）を利用する場合の情報収集等を含む。
※４：点検する防波堤の位置図は別紙（図4-1）
※５：車両・船舶等の仮置き場については、別途調整。
※６：大阪湾広域臨海環境整備センターを指す。

　注：図中の●は、関係者の中でも、主たる担当であることを示す。

海域

陸域

○ ○

応急復旧

国 際 コ ン テ ナ 貨 物 輸 送 対 応

発 災

７２ｈ

初動
国際コンテナ

貨物輸送

津波注意報

解除

▼

７日

避難・

体制設置

港湾施設（岸壁・ヤード等）の

被災状況の点検（使用可否）

航路・泊地の啓開・測量の実施

港湾施設の応急復旧の実施

コンテナ貨物輸送船の着岸準備

コンテナ貨物の荷役実施の準備

コンテナ貨物輸送船の運航支援 着岸

コンテナ貨物の荷役等

３６ｈ ４８ｈ２４ｈ

荷役完了後、目的地へ輸送(⇒荷主より輸送業者等へ要請)

航路・泊地・防波堤※4の点検等への協力要請

港湾施設の点検等への協力要請

・緊急物資関連水域と同時期に実施。

使用可の場合、関係民間団体へ

引き続き、啓開・測量等を要請

・応急復旧するバースについては、引き続き

関係民間団体へ測量、設計等を要請

調整

立会 実施立会

調整

実施 支援実施

許可・安全確認

立会 実施

立会 立会

実施 実施

立会 立会

被害情報等収集（港湾施設、緊急交通路、その他）

報告

報告（再開時）

報告

（再開時）

再開確認

再開確認

立会

情報集約
※３

ガントリークレーン間で部品

を流用することにより、応急

復旧を行う。

航路・泊地・防波堤
※4の被災状況の

点検（使用可否）

要請

要請

仮置場の利用に

係る調整※５

許可・安全確認

立会 実施

調整 調整
※６
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● ● ○ ○ ○

〇 ○ ○ ○ ○ ●

● ● ○ ● ○

● ● ● ● ○

〇 ● 〇

○ ○ ○ ○ ●

陸域 ○ ○ ○ ○ ●

海域 ○ ● ● ○

陸域 ● ●

海域 ○ ○ ● ●

陸域 ○ ○ ● ●

表4-3　海溝型地震時における内貿ユニットロヸド貨物輸送への対応計画

関　係　機　関

近畿
地方
整備局

大阪
海ㄥ
保安
監部

大阪
税関

大阪府
西大阪
治水
ㅙ務所

大阪
港湾局
港湾
管理者

大阪
船ㄼ㆟

※１

関係
民間
団ㆳ
等

大阪港
ﾀｸﾞ
ｾﾝﾀｰ

大阪湾
水先区
水先ㅴ
㆟

大阪港
埠頭・

阪神
国際
港湾・

避難ヹ体制設置ヹ情報収集 共通 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○

大阪
港運
協㆟

○ ○ ○ ○ ○

内貿ヤドチテルヺデ船の
着岸と荷役作業等の実施

※１：「関係民間団ㆳ等」とは、協定書に基づき災害時に施設の応急復旧活動等を行う
　　　民間協力者（協定締結先）及び大阪湾広域臨海環境整備センタヸを指す。
※２：応急復旧活動（陸域）を行う港湾施設には、緊急ㅩ通路にかかる臨港道路を含む。
※3：点検する防波堤のㆮ置図は別紙（図4-1）
※4：岸壁の復旧ㅖ定時期を各フェリヸ㆟社へ情報提供
※５：車ㄲヷ船舶等のㆎ置き場については、別途調整。
※６：大阪湾広域臨海環境整備センタヸを指す。

　注：図ㄶの●は、関係者のㄶでも、ㄼたる担当であることを示す。

海域

施設の被災状況の点検等

海域

陸域

応急復旧活動 ※２

内貿ヤドチテルヺデ船の
受け入れ準備

応急復旧

内貿ユニットロヸド貨物輸送対応

発 災

７２ｈ

初動

内貿ヤドチテ

ルヺデ貨物輸

津波注意報

解除

▼

14日

避難ヹ

体制設置

港湾施設（岸壁ヹモヺデ等）の

被災状況の点検（使用可否）

航路ヹ泊地の啓開ヹ測量の実施

港湾施設の応急復旧の実施

内貿ヤドチテルヺデ船の

着岸準備

内貿ヤドチテルヺデの

荷役実施の準備

内貿ヤドチテルヺデ船の

運航支援

内貿ヤドチテルヺデ

荷役等

３６ｈ ４８ｈ２４ｈ

航路ヹ泊地ヹ防波堤※3の点検等への協力要請

港湾施設の点検等への協力要請

ヹ緊急物資ヹ国際ケヱツト関連水域と同

時期に実施。使用可の場合、関係民間

団体へ 引き続き、啓開ヹ測量等を要請

ヹ応急復旧するノヺシについては、引き続

き関係民間団体へ測量、設計等を要請

調整

実施立会

調整

支援実施

許可ヹ安全確認

立会 実施

立会 立会

実施 実施

立会 立会

被害情報等収集（港湾施設、緊急交通路、その他）

報告

報告（再開時）

再開確

再開確

情報集約

報告（再開時）

報告（再開時）

再開確認

再開確

７日

着岸

実施

立会

立会

荷役完了後、目的地へ輸送（⇒荷主より輸送業者等へ要請）

航路ヹ泊地ヹ防波堤
※3の被災状況の

点検（使用可否）

再開確認

要請

要請

※４

仮置場の利用に

係る調整※５

許可ヹ安全確認

立会 実施

調整 調整
※６
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